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指定管理者申請要項 

 

１ 施設の目的 

 （１）施設の設置目的 

  市街地における駐車場需要に応じ、交通事故や交通渋滞の原因となる違法駐車の削減を図ると

ともに、多くの市民に利用される地域に根ざした商店街づくりを目指し、来街者の利便性の向上、

並びに政所商店街の振興を図る。 

 

 （２）事業者等に求める施設の管理運営や方向性 

政所商店街周辺における違法駐車の削減、及び来街者の利便性の向上、政所商店街の振興を図

るため、次の方策を行う。 

①施設の開閉（鍵の開錠・施錠）、迷惑駐車の排除を厳に行い、来街利用者の利便性を高める。 

②駐車場の清掃等を徹底し、利用者の安全、利用促進に努める。 

 

２ 施設の概要 

（１）施設の名称 

 周南市政所駐車場 

 

（２）施設の所在地 

 周南市政所三丁目１５番１～５、１５～１６ 

 

（３）施設の沿革 

平成２０年５月１日に設置し、指定管理者制度を導入。 

 

（４）施設規模 

敷地面積：１,２５９.３７㎡ 

    

（５）休日・運営時間 

休日：無し 

運営時間：午前９時～午後１０時  

 

３ 申請書受付期間 

  令和７年９月２２日（月）～９月２６日（金）の午後５時１５分までに必着（郵送可） 

 

４ 質問の受付け等 

  申請要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 
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（１）受付期間 

  令和７年９月１７日（水）～９月１８日（木）の午後５時１５分まで 

 

（２）受付方法 

  質問票（別紙１）に記入のうえ、提出。ＦＡＸ又は電子メールでの提出も可。 

 ＦＡＸ番号：０８３４－２２－８３５７ 

 電子メール：shoko@city.shunan.lg.jp 

 

（３）回答方法 

令和７年９月１７日（水）～９月１９日（金）にＦＡＸ又は電子メールで回答。 

 

５ 管理の条件 

（１）応募資格 

ア 周南市内に事務所を置く法人または団体 

イ 法人又は団体で、施設管理業務が可能で、駐車場の管理運営に関する活動、知識、経験

及び熱意があること。 

ウ 法人若しくは団体又はその代表者が、次に該当する場合は申請できない。 

・法律行為を行う能力を有しない場合 

・破産者であって復権を得ない場合 

・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用する場

合を含む。）の規定により、周南市における一般競争入札等の参加を制限されている場合 

・申請書受付期間の初日前２年間で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある場合 

・申請書受付期間の初日前２年間で、指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を

妨げた場合又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した場合 

・国税、県税又は市税を滞納している場合 

・暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２項に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある法人等である

場合 

 

（２）指定管理者が行なう業務 ※別紙「仕様書」を参照 

   ア 駐車場の管理運営に関する業務 

   イ 駐車場の使用及び制限に関する業務 

ウ 駐車場及び附属設備の維持管理に関する業務 
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（３）利用料金制度 

  無料駐車場のため、利用料金制度は無し。 

 

（４）関係法令の遵守等 

ア 関係法令及び条例の規定を遵守すること 

   イ 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと 

   ウ 施設の運営に関して、必要な情報公開を積極的に行なうことにより、市民、利用者の信

頼を得る努力をすること（情報公開取扱要綱を定める等、必要な措置を講ずることをいう） 

   エ 業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと（個人情報

取扱要綱を定める等、必要な措置を講ずることをいう） 

    管理の基準に関する細目的事項は、協議のうえ協定で定める。 

 

 （５）自主事業 

  定められた指定管理業務に支障の出ない範囲で、指定管理者は自ら企画した業務を行うことが

できる。 

※自主事業を行う場合には、事前に市の承認が必要。また、自主事業に係る費用については、す 

べて指定管理者の負担とする。 

 

（６）指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

（７）指定管理料 

  施設の管理（運営）に要する経費に充てるため、周南市は指定管理者に対し指定管理期間に次

の金額を上限として指定管理料を支払う。 

  指定管理料上限額（５年間）４,２３０,０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ア 申請時に、収支計画書等で明記すること。 

イ 年度の予算の範囲内において、年度ごとの個別協定により決定し、年に１回一括で支払

う。（協定は、指定の期間を通した基本協定と年度ごとの個別協定の２種類締結する）細

目的事項については、協議のうえ協定で定める。 

ウ 法人格のない団体であっても指定管理者となることで、法人税等の納税義務者となる場

合がある。 

 

（８）リスク分担等に関する事項 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、適正な施設の管理運営が困難となった場合、

又はそのおそれが生じた場合は、周南市は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を

定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合において、指定管理者が
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当該期間内に改善することができなかったときには、周南市は、指定管理者の指定を取り

消すことができる。 

イ 指定管理者の財務状況が著しく悪化し、指定に基づく施設の管理運営の継続が困難と認

められる場合は、周南市は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

ウ ア又はイにより指定管理者の指定を取り消された場合には、指定管理者は周南市に生じ

た損害を賠償しなければならない。 

エ 管理業務に関するリスク分担については、別途協定で定めるが、基本方針は以下のとお

りである。 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域住民、施

設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営内容に対する住民及び施設利

用者からの反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由

による事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務

の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の

変更を余儀なくされた場合の経費及びその後

の維持管理経費における当該事情による増加

経費負担 

○  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、争乱、暴動その他の市又は指定管理者

のいずれの責めにも帰することができない自

然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備

の修復による経費の増加及び事業履行不能 

○ 

 

書類の誤り 仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるも

の 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤

りによるもの 
 ○ 

資金調達 経費の支払遅延（市から指定管理者）によっ

て生じた事由 
○  

経費の支払遅延（指定管理者から市）によっ

て生じた事由 
 ○ 

施設・設備の損傷 経年劣化によるもの（極めて小規模によるもの） ○  

経年劣化によるもの（上記以外） ○  

第三者の行為から生じたもので、相手方が特

定できないもの（極めて小規模によるもの） 
○  

第三者の行為から生じたもので、相手方が特 ○  

別途協議 
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定できないもの（上記以外） 

資料等の損傷 管理者としての注意義務を怠ったことによる

もの 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので、相手方が特

定できないもの（極めて小規模によるもの） 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので、相手方が特

定できないもの（上記以外） 
○  

第三者への賠償 管理者としての注意義務を怠ったことにより

損害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪発生  ○ 

事業終了後の費用 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間

中途における業務廃止の場合における事業者

の撤収費用 

 ○ 

※細目的事項については、協議のうえ協定で定める。    

 

（９）事業報告について 

  ア 毎月終了後、その月の管理の業務に関する事業報告をすること。 

イ 毎年度終了後６０日以内（指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された

日から起算して６０日以内）に、周南市の指定する様式又はその要件を満たす書類により

その年度の管理の業務に関する事業報告を行うこと。 

 

（１０）指定管理者評価制度について 

条例や協定に基づく適切なサービスの実施、業務改善による管理運営の適正化を図ること等を

目的として、指定管理者の評価を実施する。 

 

（１１）公共施設の再配置について 

  周南市では、行財政改革をより積極的に推進するため、「公共施設の再配置」に本格的に取り組

むこととしており、この取り組みが進捗した場合は、指定管理期間中に施設を廃止することがあ

る。その場合において、周南市は、事前に指定管理者と協議を行う。 

 

６ 申請の手続き等 

（１）提出先 

 〒７４５－８６５５ 周南市岐山通１－１ 

周南市 商工振興課 商工労働担当 

電話番号：０８３４－２２－８３７３ 

ＦＡＸ番号：０８３４－２２－８３５７ 

電子メール：shoko@city.shunan.lg.jp 
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 （２）提出方法 

   郵送、持参又は電子メール 

 

（３）提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を周南市に提出してください。 

   ア 指定管理者の指定申請書（別記様式第１号） 

   イ 法人にあっては法人登記事項証明書 

ウ 印鑑証明書（法人であれば法人代表者として登録されたもの、法人でない団体であれば

その代表者のもの） 

   エ 最近１年間の法人又は団体の国税、県税及び市税の納税証明書並びにその代表者の国税、

県税及び市税の納税証明書 

オ 定款、寄附行為、規約またはこれらに類する書類 

   カ 法人又は団体の概要を示す書類 

    ・沿革や実績を示す書類 

    ・組織及び運営に関する事項を記載した書類 

    ・決算関係書類又は決算見込みを説明する書類 

    ・予算関係書類（事業計画書、収支予算書） 

   キ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 

   ク 施設の事業計画書（別記様式第２号） 

   ケ 役員名簿 

 

※作成に当たっては、「提出書類作成要領（別紙２）」を参照すること。 

   周南市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

 

（４）著作権の帰属等 

  事業計画書等の著作権は、申請者に帰属する。ただし、周南市は、指定管理者の選定、決定、

公表その他必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとする。また、提出さ

れた書類については、周南市情報公開条例（平成１６年周南市条例第３６号）の規定により不開

示とすべき箇所を除き、開示されることがある。なお、提出された書類は理由のいかんにかかわ

らず返却しない。 

 

（５）費用の負担 

  申請に要する経費は、申請者の負担とする。 

 

７ 審査項目・配点 

  指定管理者の選定に当たっては、１次審査（書類審査）及び２次審査（プレゼンテーション審
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査）において、以下の選定基準に基づいて審査を行う。 

 

 

 【審査項目】 

配点 

１次審査 ２次審査 

絶対的条件 

（２０点） 

経営能力 

（６５点） 

事業計画書 

（１１５点） 

プレゼンテーション 

（１５０点） 

審査項目 

・申請資格 

・管理運営基本方針 

・経営能力 

・専門性 

・規則・規定の整備 

・情報公開・ 

個人情報保護 

・サービス向上 

・稼働率、利用者の向上 

・危機管理 

・災害時対応 

・施設目的理解度 

・目標管理 

・運営理念 

・施設振興方策 

・地域連携・支援 

・運営提案 

・適正な業務委託 

・職員採用・配置 

・人材育成・研修計画 

・ICT対応 

・円滑な施設運営 

・利用者要望・意見集約 

・予算・収支計画 

・実施計画書 

・施設使用対応 

・施設の設置目的の理解 

・目標管理 

・公共性の担保 

・独自の工夫による 

サービスの向上 

・施設管理 

・モニタリング 

・収支計画 

 ※１次審査及び２次審査の得点が、それぞれ総得点の１００分の６０以上を満たすこと 

 

８ 選定結果の公表 

  選定結果は、指定管理者候補者の決定後、周南市公式ホームページで公表する。 

【審査結果の公表事項】 

（１）申請要項及び業務仕様書 

（２）審査会設置要領 

（３）選定結果（候補者の名称、評価点（合計点及び審査項目点）、選定理由） 

 

９ 指定管理者の指定手続 

（１）１次審査（書類審査） 令和７年１０月上旬 

   申請者には、結果を通知 

 

（２）２次審査（プレゼンテーション審査・ヒアリング審査） 令和７年１０月上旬 

 

（３）指定管理者の候補者の選定 
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 （４）結果通知 

   ２次審査の結果を通知 

 

（５）指定管理者の指定 

  周南市議会による指定の議決を経て、指定通知書により通知 

 

（６）指定の期間を通した基本協定を締結 

  

（７）各年度当初予算議決後、年度ごとの個別協定を締結 

 

（８）保証金について 

この協定の保証金については、周南市契約事務規則（平成１５年周南市規則第５１号）第４

８条の規定を準用する（免除については同条第３項の規定を準用） 

 

１０ 指定管理者の公表 

  指定管理者の指定は、周南市公告式条例の規定により公告し、かつ本庁及び各総合支所の情報

公開・個人情報保護の窓口に据え置く。また、周南市広報及び周南市公式ホームページに掲載す

る。 
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（別表）    

今後の主なスケジュール 

 

    日    付      内       容 

令和７年９月１７日（水）～９月

１８日（木） 
質問事項受付期間 

令和７年９月１７日（水）～９月

１９日（金） 
質問事項回答 

令和７年９月２２日（月）～９月

２６日（金） 
申請書受付期間 

令和７年１０月上旬（予定） １次審査の実施 

令和７年１０月上旬（予定） ２次審査（プレゼンテーション）の実施 

令和７年１２月議会（予定） 指定管理者の議決 

令和７年１２月下旬（予定） 指定管理者の指定 
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（別紙１） 

質  問  票 

  

周南市長 様 

 

団体名              

担当者名              

連絡先 （電 話）         

   （ＦＡＸ）         

 

  質 問 項 目     質  問  内  容 
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（別紙２） 

提出書類作成要領 

 

１ 指定管理者指定申請書 

  周南市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年周南市規

則第３１号。以下「規則」という）別記様式第１号の指定管理者指定申請書 

 

２ 法人にあっては法人登記事項証明書及び印鑑証明書（法人であれば法人代表者として登録され

たもの、法人でない団体であればその代表者のもの） 

 

３ 最近１年間の、法人又は団体の国税、県税及び市税の滞納がないことを証する証明書並びにそ

の代表者の国税、県税及び市税の滞納がないことを証する証明書 

  申請日前３箇月以内に交付されたものを提出すること 

 

４ 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書類 

  申請日現在のものを提出すること 

 

５ 法人又は団体の概要を示す書類 

（１）沿革・実績を示す書類 

   法人又は団体の概要が分かる任意様式の書類やパンフレット等 

（２）組織及び運営に関する事項を記載した書類 

ア 就業規則、経理規程、給与規程その他法人の諸規程類 

イ 情報公開、個人情報保護に関して 

・情報公開、個人情報保護に関する規程の写し又は基本的考え方と規程を作成する予定年

月 

・取組実績（苦情解決等） 

ウ サービス自己評価等への取組状況又は考え方を示す書類 

エ 防災体制、施設内事故が発生した場合の対応方法等危機管理に対する考え方を示す書類 

（３）決算関係書類又は決算見込みを説明する書類 

ア 会計年度が半年を過ぎていない場合は、過去２年度に係る事業報告書、財産目録、貸借

対照表、収支計算書 

イ 会計年度が既に半年を過ぎている場合は、前年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対

照表、収支計算書と今年度のこれらに類する書類 

ウ 過去５年間で法令に基づく監査の結果及び指導事項等に対する対応状況等に関する書

類があれば、その書類 

（４）予算関係書類 
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ア 会計年度が半年を過ぎていない場合は、今年度に係る事業計画書、収支予算書 

 イ 会計年度が既に半年を過ぎている場合は、来年度に係る事業計画書、収支予算書 

 

６ 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 

  指定管理者として指定の申請を行うことに係る意思決定機関の議決であることを記した書類

（代表者による原本証明を行うこと） 

 

７ 施設の事業計画書（規則別記様式第２号の事業計画書） 

  以下の項目について記載すること 

 （１）周南市の条例等の規定による施設の目的についての認識、考え方 

 （２）運営の理念 

 （３）施設目的及び活動の振興方策 

 （４）この施設を中心とした地域活動支援方策 

 （５）今後の運営に当たっての提案等 

 （６）運営に当たっての目標 

 （７）職員採用、配置の考え方 

ア 指揮、命令系統を示した組織図（配置職員数と業務内容もわかるようにすること） 

   イ 平日、土曜日、日曜日及び休日の職員配置を示す書類  

（８）人材育成、研修計画 

 （９）高度情報化社会への対応（ＩＴ化への対応）方策 

 （１０）円滑な施設運営についての考え方（質の高い利用者サービスを確保しつつ、円滑な運営

を行うための提案等） 

 （１１）利用者からの要望、意見（苦情を含む）の集約方法、実施方法及び体制 

  (１２）委託予定業務（再委託を予定している業務内容、委託する理由、選定方法、受託者への

指導体制） 

  (１３）年度ごとの施設管理及び事業運営経費の収支計画書（周南市が指定管理料として支払う

部分については必要上限額を参考） 

    自然災害その他公の施設としての占用使用または老朽化等の原因により使用不能になった

ときの対応も明記すること 

    委託予定業務がある場合は、項目と金額を明記すること 

(１４）指定管理業務を実施するに当たり必要な準備業務に係る実施計画 

 

８ 役員名簿 

  役員の構成及び氏名、生年月日、性別、住所等を証する書類 

 


